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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第１３０４条 （略） 第１３０４条 （略） 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請

書」には、「ベンチャーファンドに係る運

用体制、商品特性、未公開株等の評価方法

等に関する報告書」その他の施行規則で定

める書類を添付するものとする。ただし、

当該書類のうち施行規則で定める書類につ

いては、当取引所がその都度定める日まで

に提出すれば足りるものとする。 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請

書」には、施行規則で定める書類を添付す

るものとする。ただし、当該書類のうち施

行規則で定める書類については、当取引所

がその都度定める日までに提出すれば足り

るものとする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第１３０５条 ベンチャーファンドの上場審

査は、次の各号に適合するものを対象とし

て行うものとする。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

第１３０５条 ベンチャーファンドの上場審

査は、次の各号に適合するものを対象とし

て行うものとする。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａから

ｈまでに適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａから

ｈまでに適合していること。 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ 規約等の記載事項 ｆ 規約等の記載事項 

新規上場申請に係るベンチャーファ

ンド発行投資法人の規約（（ｄ）ロに

おいては、これに類する書類を含

む。）において、次の（ａ）から

（ｆ）までに掲げる事項が記載されて

いること。 

新規上場申請に係るベンチャーファ

ンド発行投資法人の規約（（ｅ）ロに

おいては、これに類する書類を含

む。）において、次の（ａ）から

（ｇ）までに掲げる事項が記載されて

いること。 

（ａ）～（ｃ） （略）  （ａ）～（ｃ） （略）  

（削る） （ｄ） 配当可能利益を超えて金銭の

分配をしない旨 

（ｄ） （略） （ｅ） （略）  

（ｅ） （略） （ｆ） （略） 

（ｆ） （略） （ｇ） （略） 

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

  

（上場審査） （上場審査） 

第１３０６条 ベンチャーファンドの上場審

査は、次の各号に適合するかどうかについ

て行うものとする。 

第１３０６条 ベンチャーファンドの上場審

査は、次の各号に適合するかどうかについ

て行うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（３） 新規ベンチャーファンド上場申請

者が、資産の運用等を健全に行うことが

できる状況にあること。 

（新設） 

（４） （略） （３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場ベンチャーファンドに関する情報の

開示） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の

開示） 

第１３１２条 （略） 第１３１２条  （略） 

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次

の各号のいずれかに該当する場合（第１号

及び第３号に掲げる事項にあっては、施行

規則で定める基準に該当するものその他の

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なも

のと当取引所が認めるものを除く。）は、

施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次

の各号のいずれかに該当する場合（第１号

及び第３号に掲げる事項にあっては、施行

規則で定める基準に該当するものその他の

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なも

のと当取引所が認めるものを除く。）は、

施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社が次のａ

からｉまでに掲げる事項のいずれかを行

うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。） 

（３） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社が次のａ

からｉまでに掲げる事項のいずれかを行

うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。） 

ａ～ｈの２ （略） ａ～ｈの２ （略） 

ｉ ａから前ｈの２までに掲げる事項の

ほか、上場ベンチャーファンド又は上

場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド資産運用会社の運営、業務

若しくは財産に関する重要な事項であ

って投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの 

ｉ ａから前ｈまでに掲げる事項のほ

か、上場ベンチャーファンド又は上場

ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド資産運用会社の運営、業務若

しくは財産に関する重要な事項であっ

て投資者の投資判断に著しい影響を及

ぼすもの 

（４） （略） （４） （略） 

３～７ （略） ３～７ （略） 

８ 上場ベンチャーファンド発行者等は、当

取引所所定の「ベンチャーファンドに係る

運用体制、商品特性、未公開株等の評価方

法等に関する報告書」の内容に変更が生じ

た場合には、遅滞なく変更後の報告書を提

出するものとする。この場合において、当

該発行者等は、当該変更後の報告書を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

（新設） 

９ 前項の規定にかかわらず、当該変更の内

容が施行規則で定める事項に関するもので

あるときには、当該変更が生じた日の属す

る営業期間の末日の翌日から起算して３か

（新設） 
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月以内に変更後の報告書の提出を行うこと

ができるものとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合であって、当該変

更が当該各号に規定する事項に起因するも

のであるときは、この限りではない。 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社の異動が

生じた場合 

 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社が合併そ

の他施行規則で定める行為（第１３１８

条第１項第２号ｃ及びｄにおいて「合併

等」という。）を行った場合 

 

（３） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社の親会社

の異動が生じた場合 

 

１０ 第４０１条、第４１１条の２、第４１

３条から第４１４条まで及び第４１６条の

規定は、前各項の規定に基づく開示につい

て、第４１５条、第４１７条、第４４３条

及び第４５０条の規定は、上場ベンチャー

ファンド発行者等についてそれぞれ準用す

る。 

８ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３

条から第４１４条まで及び第４１６条の規

定は、前各項の規定に基づく開示につい

て、第４１５条、第４１７条及び第４４３

条の規定は、上場ベンチャーファンド発行

者等についてそれぞれ準用する。 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１３１８条 上場ベンチャーファンドが次

の各号のいずれかに該当する場合には、そ

の上場を廃止するものとする。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

第１３１８条 上場ベンチャーファンドが次

の各号のいずれかに該当する場合には、そ

の上場を廃止するものとする。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社が次のａ

からｅまでのいずれかに該当する場合

は、当該上場ベンチャーファンドの上場

を廃止する。ただし、施行規則で定める

場合は、この限りでない。 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社が次のａ

からｃまでのいずれかに該当する場合

は、当該上場ベンチャーファンドの上場

を廃止する。ただし、当該資産の運用に

係る業務の委託を受けた資産運用会社が

行っていた業務が他の資産運用会社に引

き継がれ、かつ、当該他の資産運用会社

が「ベンチャーファンド上場契約書」を

提出するほか、当該上場ベンチャーファ

ンドが第１３０６条第１項各号に適合す

る場合は、この限りでない。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 当該上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド資産運用会社でな

くなった場合（合併等に起因する場合

を除く。） 

ｃ 当該上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド資産運用会社でな

くなった場合 
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ｄ 合併等を行った場合（当該合併等が

当該上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド資産運用会社のみ又

は当該上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド資産運用会社と他

の上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社のみとの

間で行われる場合を除く。）であっ

て、当該合併等が行われる前における

当該上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人の資産

の運用に係る業務の運営体制が当該合

併等が行われた後において実質的に存

続していないと当取引所が認めると

き。 

（新設） 

ｅ 当該上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド資産運用会社の親

会社の異動が生じた場合であって、当

該異動が生じる前における当該上場ベ

ンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人の資産の運用に係

る業務の運営体制が当該異動が生じた

後において実質的に存続していないと

当取引所が認めるとき。 

（新設） 

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の

各号のいずれかに該当する場合には、その

上場を廃止する。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の

各号のいずれかに該当する場合には、その

上場を廃止する。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 規約等の記載事項 （７） 規約等の記載事項 

上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人の規約（ｄ

（ｂ）においてはこれに類する書類を含

む。）において、次のａからｆまでのい

ずれかに掲げる変更が行われる場合 

上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人の規約（ｅ

（ｂ）においてはこれに類する書類を含

む。）において、次のａからｇまでのい

ずれかに掲げる変更が行われる場合 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（削る） ｄ 配当可能利益を超えて金銭の分配を

しない旨の定めがなくなること。 

ｄ （略） ｅ （略） 

ｅ （略） ｆ （略） 

ｆ （略） ｇ （略） 

（８）～（１２） （略） （８）～（１２） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場に関する料金） （上場に関する料金） 

第１３２３条 新規上場申請に係るベンチャ

ーファンド発行投資法人及び上場ベンチャ

第１３２３条 新規上場申請に係るベンチャ

ーファンド発行投資法人及び上場ベンチャ
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ーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人は、上場審査料、予備審査料、上

場廃止に係る審査料、新規上場料、追加発

行時の追加上場料及び年間上場料その他の

上場に関する料金を施行規則で定めるとこ

ろにより支払うものとする。 

ーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人は、上場審査料、予備審査料、新

規上場料、追加発行時の追加上場料及び年

間上場料その他の上場に関する料金を施行

規則で定めるところにより支払うものとす

る。 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和４年１２月２６日

から施行する。 

 

２ 改正後の第１３０５条第１項第２号及び

第１３０６条第１項第３号の規定は、この

改正規定施行の日以後に上場を申請するベ

ンチャーファンドから適用する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（第６編における定義） （第６編における定義） 

第１２０１条 この編において、「インフラ

関連有価証券」、「インフラ資産」、「イ

ンフラ資産等」、「インフラ投資資産」、

「インフラファンド」、「運用資産等」、

「オペレーター」、「外国インフラファン

ド」、「外国インフラファンド信託受益証

券」、「カントリーファンド」、「管理会

社」、「自己投資口」、「上場インフラフ

ァンド」、「上場外国インフラファン

ド」、「上場外国インフラファンド信託受

益証券」、「上場カントリーファンド」、

「上場後５年以内の株券等」、「上場後５

年以内の継続保有株券等」、「上場後５年

を経過した継続保有株券等」、「上場内国

インフラファンド」、「上場不動産投資信

託証券」、「上場ベンチャーファンド」、

「信託会社等」、「信託受託者」、「新投

資口予約権証券」、「適性インフラ投資資

産」、「内国インフラファンド」、「不動

産関連資産」、「不動産等」、「不動産投

資信託証券」、「ベンチャーファンド」、

「未公開株等」、「未公開株等関連資

産」、「未公開株等評価機関」及び「流動

資産等」とは、それぞれ規程第１２０１条

に規定するインフラ関連有価証券、インフ

ラ資産、インフラ資産等、インフラ投資資

産、インフラファンド、運用資産等、オペ

レーター、外国インフラファンド、外国イ

ンフラファンド信託受益証券、カントリー

ファンド、管理会社、自己投資口、上場イ

ンフラファンド、上場外国インフラファン

ド、上場外国インフラファンド信託受益証

券、上場カントリーファンド、上場後５年

以内の株券等、上場後５年以内の継続保有

株券等、上場後５年を経過した継続保有株

券等、上場内国インフラファンド、上場不

動産投資信託証券、上場ベンチャーファン

ド、信託会社等、信託受託者、新投資口予

約権証券、適性インフラ投資資産、内国イ

ンフラファンド、不動産関連資産、不動産

等、不動産投資信託証券、ベンチャーファ

ンド、未公開株等、未公開株等関連資産、

未公開株等評価機関及び流動資産等をい

う。 

第１２０１条 この編において、「インフラ

関連有価証券」、「インフラ資産」、「イ

ンフラ資産等」、「インフラ投資資産」、

「インフラファンド」、「運用資産等」、

「オペレーター」、「外国インフラファン

ド」、「外国インフラファンド信託受益証

券」、「カントリーファンド」、「管理会

社」、「自己投資口」、「上場インフラフ

ァンド」、「上場外国インフラファン

ド」、「上場外国インフラファンド信託受

益証券」、「上場カントリーファンド」、

「上場後５年以内の株券等」、「上場後５

年以内の継続保有株券等」、「上場後５年

を経過した継続保有株券等」、「上場内国

インフラファンド」、「上場不動産投資信

託証券」、「上場ベンチャーファンド」、

「信託会社等」、「信託受託者」、「新投

資口予約権証券」、「適性インフラ投資資

産」、「内国インフラファンド」、「不動

産関連資産」、「不動産等」、「不動産投

資信託証券」、「ベンチャーファンド」、

「未公開株等」、「未公開株等関連資

産」、「未公開株等評価機関」及び「流動

資産等」とは、それぞれ規程第１２０１条

に規定するインフラ関連有価証券、インフ

ラ資産、インフラ資産等、インフラ投資資

産、インフラファンド、運用資産等、オペ

レーター、外国インフラファンド、外国イ

ンフラファンド信託受益証券、カントリー

ファンド、管理会社、自己投資口、上場イ

ンフラファンド、上場外国インフラファン

ド、上場外国インフラファンド信託受益証

券、上場カントリーファンド、上場後５年

以内の株券等、上場内国インフラファン

ド、上場不動産投資信託証券、上場ベンチ

ャーファンド、信託会社等、信託受託者、

新投資口予約権証券、適性インフラ投資資

産、内国インフラファンド、不動産関連資

産、不動産等、不動産投資信託証券、ベン

チャーファンド、未公開株等、未公開株等

関連資産、未公開株等評価機関及び流動資

産等をいう。 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 
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（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第１２３５条 （略） 第１２３５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の場合において、当取引所が必要と

認めるときは、監理銘柄への指定期間の始

期については、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める時とし、監理

銘柄への指定期間の終期については、同項

各号において監理銘柄への指定期間の最終

日として規定する日の当取引所がその都度

定める時とすることができるものとする。 

４ 前項の場合において、当取引所が必要と

認めるときは、監理銘柄への指定期間の始

期については、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める時とし、監理

銘柄への指定期間の終期については、同項

各号において監理銘柄への指定期間の最終

日として規定する日の当取引所がその都度

定める時とすることができるものとする。 

（１） （略） 

（２） 前項第１号の２から第５号までに

掲げる場合 

  当取引所がその都度定める時 

（１） （略） 

（２） 前項第２号から第５号までに掲げ

る場合 

  当取引所がその都度定める時 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第１３０２条 （略） 第１３０２条 （略） 

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。 

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（３）の２ 当取引所所定の「ベンチャー

ファンドに係る運用体制、商品特性、未

公開株等の評価方法等に関する報告書」 

（新設） 

（４） 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンドの発行者である投資法人（以下

「ベンチャーファンド発行投資法人」と

いう。）の規約 

（４） 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人の規約 

（５）～（９） （略） （５）～（９） （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦

覧） 

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦

覧） 

第１３０４条 規程第１３０４条第６項に規

定する施行規則で定める書類は、次の各号

に掲げる書類とする。 

第１３０４条 規程第１３０４条第６項に規

定する施行規則で定める書類は、次の各号

に掲げる書類とする。 

（１） 第１３０２条第２項第３号の２

（同条第５項第１号ａ又は第２号ａによ

る場合を含む。）に掲げる書類 

（新設） 

（１）の２ 第１３０２条第２項第４号

（同条第５項第１号ａ又は第２号ａによ

る場合を含む。）に掲げる書類 

（１） 第１３０２条第２項第４号（同条

第４項第１号ａ又は第２号ａによる場合

を含む。）に掲げる書類 
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（２） 第１３０２条第２項第７号（同条

第５項第１号ａによる場合を含む。）に

掲げる書類 

（２） 第１３０２条第２項第７号（同条

第４項第１号ａによる場合を含む。）に

掲げる書類 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

  

（上場ベンチャーファンドに関する情報の

開示の取扱い） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の

開示の取扱い） 

第１３２６条 （略） 第１３２６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第１３１２条第９項に規定する施行

規則で定める事項とは、投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所

が認める事項をいう。 

（新設） 

６ 規程第１３１２条第９項第２号に規定す

る施行規則で定める行為とは、会社分割、

株式交換、株式移転、株式交付及び事業の

全部又は一部の譲渡又は譲受けをいう。 

（新設） 

  

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係

る上場廃止基準の取扱い） 

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係

る上場廃止基準の取扱い） 

第１３２９条 （略） 第１３２９条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第１３１８条第１項第２号ただし書

に規定する施行規則で定める場合とは、次

の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

（１） 次のａからｃまでのいずれにも該

当する場合 

ａ 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人からその

資産の運用に係る業務の委託を受けた

資産運用会社（以下「ベンチャーファ

ンド資産運用会社」という。）が行っ

ていた業務が他の資産運用会社に引き

継がれること（ベンチャーファンド資

産運用会社が合併等（合併又は第１３

２６条第６項に掲げる行為をいう。以

下この号において同じ。）を行った場

合又はベンチャーファンド資産運用会

社において親会社の異動が生じた場合

は、当該合併等の当事者である資産運

用会社又は当該親会社の異動が生じた

ベンチャーファンド資産運用会社にお

いて当該上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人の

資産の運用に係る業務が引き続き行わ

れること。）。 

ｂ 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人及び前ａ

（新設） 
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に定める他の資産運用会社（ベンチャ

ーファンド資産運用会社が合併等を行

った場合又はベンチャーファンド資産

運用会社において親会社の異動が生じ

た場合にあっては、当該合併等の当事

者である資産運用会社又は当該親会社

の異動が生じたベンチャーファンド資

産運用会社）が、業務を引き継いだ後

直ちに（ベンチャーファンド資産運用

会社が合併等を行った場合又はベンチ

ャーファンド資産運用会社において親

会社の異動が生じた場合にあっては、

同号ｄ又はｅに該当した後直ちに）、

「ベンチャーファンド上場契約書」を

提出すること。 

ｃ 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社が規程第

１３１８条第１項第２号ａからｅまで

のいずれかに該当した日以後最初に終

了する当該上場ベンチャーファンドに

係るベンチャーファンド発行投資法人

の営業期間の末日から１年を経過する

日（当該１年を経過する日が当該上場

投資法人の営業期間の末日に当たらな

い場合は、当該１年を経過する日の直

前営業期間の末日）までの期間内に、

当該上場ベンチャーファンドが規程第

１３０６条第１項各号に適合すると当

取引所が認めること。 

（２） 次のａ及びｂのいずれにも該当す

る場合 

ａ 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社が行って

いた業務が他の上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド資産運用

会社に引き継がれること。 

ｂ 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人及び前ａ

に定める他の上場ベンチャーファンド

に係るベンチャーファンド資産運用会

社が、業務を引き継いだ後直ちに、

「ベンチャーファンド上場契約書」を

提出すること。 

５ 前項第１号ｃに定める規程第１３０６条

第１項各号に適合するかどうかの審査は、

上場ベンチャーファンド発行者等からの申

請に基づき行うものとする。 

（新設） 

６ 前項の申請を行う場合は、当該上場ベン

チャーファンド発行者等は、幹事取引参加

者が作成した当取引所所定の「上場適格性

（新設） 
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調査に関する報告書」を提出するものとす

る。 

７ 当取引所は、第５項の審査のため必要と

認めるときには、上場ベンチャーファンド

発行者等に対し参考となるべき報告又は資

料の提出その他当該審査に対する協力を求

めることができるものとする。 

（新設） 

８ 上場ベンチャーファンド発行者等が第５

項の申請を行うことができる期限は、第４

項第１号ｃに定める期間が終了した後最初

の有価証券報告書の提出日から起算して８

日目（休業日を除外する。）の日とする。 

（新設） 

９ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド資産運用会社が規程第１３１８

条第１項第２号ａからｅまでのいずれかに

該当する場合において、上場ベンチャーフ

ァンドに係るベンチャーファンド発行投資

法人から第４項第１号ａに規定する業務の

引継ぎ若しくは業務の継続、同項第２号ａ

に規定する業務の引継ぎ若しくは同項第１

号ｂ若しくは第２号ｂに規定する書面の提

出を行うことができない旨の報告を書面で

受けたとき、前項に定める期限内に申請が

行われなかったとき（当該申請が行われな

いことが明らかなときを含む。）又は当該

上場ベンチャーファンドが規程第１３０６

条第１項各号に適合しないと当取引所が認

めたときに、同号に該当するものとして取

り扱う。 

４ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド資産運用会社が規程第１３１８

条第１項第２号ａからｃまでのいずれかに

該当する場合において、上場ベンチャーフ

ァンドに係るベンチャーファンド発行投資

法人から同号ただし書に規定する業務の引

継ぎ又は書面の提出を行うことができない

旨の報告を書面で受けたときは、同号に該

当するものとして取り扱う。 

１０ （略） ５ （略） 

１１ （略） ６ （略） 

１２ （略） ７ （略） 

１３ （略） ８ （略） 

１４ （略） ９ （略） 

１５ （略） １０ （略） 

１６ （略） １１ （略） 

１７ （略） １２ （略） 

１８ （略） １３ （略） 

１９ （略） １４ （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第１３３１条 当取引所は、上場ベンチャー

ファンドが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該上場ベンチャーファンドを規

程第１３２１条に規定する監理銘柄に指定

することができる。この場合において、第

４号の３、第８号、第９号、第１４号又は

第１３３１条 当取引所は、上場ベンチャー

ファンドが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該上場ベンチャーファンドを規

程第１３２１条に規定する監理銘柄に指定

することができる。この場合において、第

８号、第９号、第１４号又は第１５号のい
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第１５号のいずれかに該当する場合は監理

銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合

は監理銘柄（確認中）に指定する。 

ずれかに該当する場合は監理銘柄（審査

中）に指定し、それ以外の場合は監理銘柄

（確認中）に指定する。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（４）の２ 第１３２９条第４項第１号ｃ

に定める期間の最終日までに、規程第１

３０６条第１項各号に適合することが確

認できない場合（次号に掲げるときを除

く。） 

（新設） 

（４）の３ 第１３２９条第４項第１号ｃ

に定める期間の最終日までに、規程第１

３０６条第１項各号に適合することが確

認できない場合であって、当該基準に適

合するかどうかの審査を行っていると

き。 

（新設） 

（５）～（１５） （略） （５）～（１５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定

期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める時から当取引所が当

該上場ベンチャーファンドを上場廃止する

かどうかを認定した日までとする。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定

期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める時から当取引所が当

該上場ベンチャーファンドを上場廃止する

かどうかを認定した日までとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（１）の２ 第１項第４号の２に該当した

場合 

第１３２９条第４項第１号ｃに定める

期間の最終日の翌日 

（新設） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 第１項第４号の３、第８号、第９

号及び第１２号から第１５号までのいず

れかに該当した場合 

（４） 第１項第８号、第９号及び第１２

号から第１５号までのいずれかに該当し

た場合 

当取引所が必要と認めた日 当取引所が必要と認めた日 

（５） （略） （５） （略） 

４ 前項の場合において、当取引所が必要と

認めるときは、監理銘柄への指定期間の始

期については、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める時とし、監理

銘柄への指定期間の終期については、同項

各号において監理銘柄への指定期間の最終

日として規定する日の当取引所がその都度

定める時とすることができるものとする。 

４ 前項の場合において、当取引所が必要と

認めるときは、監理銘柄への指定期間の始

期については、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める時とし、監理

銘柄への指定期間の終期については、同項

各号において監理銘柄への指定期間の最終

日として規定する日の当取引所がその都度

定める時とすることができるものとする。 

（１） （略） 

（２） 前項第１号の２から第５号までに

掲げる場合 

当取引所がその都度定める時 

（１） （略） 

（２） 前項第２号から第５号までに掲げ

る場合 

当取引所がその都度定める時 

  

（上場等に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 
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第１３３３条 規程第１３２３条の規定に基

づく新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人及び上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド発行投資法人

の上場審査料、予備審査料、上場廃止に係

る審査料、新規上場料、追加発行時の追加

上場料及び年間上場料その他の上場に関す

る料金は、次の各号に定めるところによる

ものとする。 

第１３３３条 規程第１３２３条の規定に基

づく新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人及び上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド発行投資法人

の上場審査料、予備審査料、新規上場料、

追加発行時の追加上場料及び年間上場料そ

の他の上場に関する料金は、次の各号に定

めるところによるものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（２）の２ 上場廃止に係る審査料 

上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人は、第１３２

９条第５項に規定する審査を申請すると

きは、審査料として１００万円を当該申

請日が属する月の翌月末日までに支払う

ものとする。 

（新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） 

第１３３４条 規程第１３２４条に規定する

施行規則で定める規定とは、次の各号に掲

げるものをいう。 

第１３３４条 規程第１３２４条に規定する

施行規則で定める規定とは、次の各号に掲

げるものをいう。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第１３２９条第１４項の規定にお

いて準用する第６０１条第８項 

（２） 第１３２９条第９項の規定におい

て準用する第６０１条第８項 

 

 

 

 

付  則  

この改正規定は、令和４年１２月２６日か

ら施行する。 

 

  

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 

運用資産に係る書面に記載する事項を次の

とおり定める。 

運用資産に係る書面に記載する事項を次の

とおり定める。 

Ⅰ・Ⅱ （略） Ⅰ・Ⅱ （略） 

（削る） （注）Ⅰ及びⅡにおいて、「上場後５年以内

の株券等」とあるのは、当分の間、「上場後

１０年以内の株券等」とする。 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

ⅩⅤ ベンチャーファンドの新規上場審査 ⅩⅤ ベンチャーファンドの新規上場審査 

  

（開示の適正性） （開示の適正性） 

３．規程第１３０６条第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

３．規程第１３０６条第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規ベンチャーファンド上場申請者

が、資産の運用等に重大な影響を与える事実

等の情報を適時、適切に開示することができ

る体制にあること。 

（２） ベンチャーファンドの新規上場を申請

した者が、資産の運用等に重大な影響を与え

る事実等の情報を適時、適切に開示すること

ができる体制にあること。 

  

（資産運用等の健全性）  

４．規程第１３０６条第１項第３号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（４）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規ベンチャーファンド上場申請者が

資産の運用等にあたって、新規上場申請銘柄

の投資主の利益を害することがないよう、適

切な体制を整備していること。 

 

（２） 新規ベンチャーファンド上場申請者

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、スポンサーの企業グループとの間で、

取引行為その他の資産の運用等を通じて不当

に利益を供与又は享受していないと認められ

ること。 

 

ａ 新規ベンチャーファンド上場申請者とス

ポンサーの企業グループとの間に取引が発

生している場合において、当該取引が取引

を継続する合理性及び取引価格を含めた取

引条件の妥当性を有すること。 

 

ｂ スポンサーの企業グループが自己の利益

を優先することにより、新規上場申請銘柄

の投資主の利益が不当に損なわれる状況に

ないこと。 

 

（３） 新規ベンチャーファンド上場申請者が

資産の運用等を有効に行うため、その内部管

理体制が、次のａ及びｂに掲げる事項その他

の事項から、相応に整備され、適切に運用さ

れている状況にあると認められること。 
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ａ 新規ベンチャーファンド上場申請者の企

業グループの経営活動の効率性及び内部牽

制機能を確保するに当たって必要な経営管

理組織が、相応に整備され、適切に運用さ

れている状況にあること。 

 

ｂ 新規ベンチャーファンド上場申請者の企

業グループの内部監査体制が、適切に整

備、運用されている状況にあること。 

 

（４） 新規ベンチャーファンド上場申請者が

資産の運用等にあたって、法令等を遵守する

ための有効な体制が、適切に整備、運用され

ている状況にあると認められること。 

 

  

（公益又は投資者保護の観点） （公益又は投資者保護の観点） 

５．規程第１３０６条第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

４．規程第１３０６条第１項第３号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１） 新規ベンチャーファンド上場申請者の

企業グループが反社会的勢力による経営活動

への関与を防止するための社内体制を整備

し、当該関与の防止に努めていること及びそ

の実態が公益又は投資者保護の観点から適当

と認められること。 

（１） ベンチャーファンドの新規上場を申請

した者の企業グループが反社会的勢力による

経営活動への関与を防止するための社内体制

を整備し、当該関与の防止に努めていること

及びその実態が公益又は投資者保護の観点か

ら適当と認められること。 

（２） （略） （２） （略） 

 

 

 

付  則  

この改正規定は、令和４年１２月２６日から

施行し、同日以後に上場を申請するベンチャー

ファンドから適用する。 

 

  

 

 


